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論 文 の 要 旨 

 
 本論文の目的は、1887（明治 20）年代から 1912（明治 45）年にかけて、明治維新に伴って成文化さ

れつつあった明治期の民法、とくに「家」制度の支柱の一つである養子法・制度についての作家や知識

人たちによる言説を分析し、国民国家創出の過程における文学と法律の機能を明らかにすることと、当

時の作家たちが法・制度では掬いとることができなかった個々人の状況や心情、苦悩を文学という手段

で表現したことを解明することである。 
 本論文の構成は以下のとおりである。 
 
 序章 
 第１章 明治期養子法・制度の背景と国民国家の成立 
 第２章 明治期における社会思想と養子法・制度 
 第３章 国木田独歩の養子反対論と「不自然」な家族 

 第４章 与謝野晶子が描いた「移動」する養子と「反対
あべこべ

」論 
 第５章 樋口一葉作品における「一人娘」と婿養子 
 第６章 石上露子の「天職」と「代替的」な希望としての養子 
 第７章 曙須賀子による「声」の代弁とアイヌ人「養子／女」 
 結章 
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 序章は、明治文学と養子法・制度について概説し、家父長制、長子相続、婚姻制度等を中心に論じて

きた先行研究を批判的に検討し、本論の課題の意義について論じている。 
 第１章では、養子法・制度の条文と分類について概観し、この法律の成文化に関わった法律家たちの

立場と法典論争の変遷を整理している。さらに、世帯に関する統計を参考に、養子法・制度が「家」制

度を支えるための機能を果たしたことを確認するとともに、「家」制度に「流動性」をもたらしていたこ

と、また明治民法によって養子法・制度は成文化されたが、民法制定後の社会の変遷を考察し、明治政

府が目指した国民国家創出のために民法が一定の成果をあげていたことを解明している。 
 第２章では、1874（明治７）年から 1899（明治 32）年の期間に、森有礼、福澤諭吉、植木枝盛が発

表した、養子や養子に関わる法律についての論説を分析している。森は、一夫一婦制を中心にした契約

婚姻に基づく「家」を重視し、養子制度への反対論を唱えた。福澤は、契約婚姻や遺産物相続における

女性の権利を主張し、婿養子制度を批判した。一方、植木は、ローマ法やフランス法における養子の立

場と比較しながら、日本の伝統的な養子の慣習に着目し、養子制度を擁後したことを解明している。 
 第３章では、明治期に「普通」に行われていた家督相続のための養子と婿養子制度についての事例を、

国木田独歩を中心に論じている。法学校で法律を学んだ国木田は、明治 20 年代に養子反対論の論説を発

表しているが、西洋自然主義の「遺伝」と「環境決定論」のテーマの影響も受けた。初期論説の養子反

対論と、後期の小説で反復される「不自然」な家族の観念にはつながりがあり、自身も生い立ちに苦悩

した国木田が養子による「不自然」な新家族は必然的に破綻すると認識していたことを解明している。 
 明治中期から「妾」制度の廃止と一夫一婦制の制定に伴い、家督の相続人を獲得するための養子法・

制度への期待が高まった。第４章では、与謝野晶子の短編集『雲のいろいろ』をとりあげ、婿養子とな

る次男や三男、婿養子を迎える姉妹など、「家」制度の周辺に置かれた人々の状況や心情の表現を分析し

ている。また、彼女の思想の根幹をなす「反対
あべこべ

」という概念に注目し、養子が個人の自由を束縛する一

方で、「反対
あべこべ

」に階級移動の自由と財産相続の手段になることを示唆していることを明らかにしている。 
 第５章は、樋口一葉が晩年に発表した作品に一貫して登場する「一人娘」と養子の問題を分析してい

る。樋口は、自身が「女戸主」や「一人娘」の立場に置かれ苦悩していた。国木田が男性側の立場から

婿養子反対論をとったのと異なり、樋口は、特に女性の側に婿養子制度が与えた問題を描いている。樋

口が、養子法・制度により男性は社会的な地位や上昇のために「流動性」を与えられながら、女性は「家」

に固定される存在であることを作品で表現していることを明らかにしている。 
 第６章では、石上露子の日露戦争期に出版した小説群を分析の対象としている。明治期の災害や戦争

の影響により保護者を失った子供たちの地位は、養子法・制度では修養の対象ではなかった。石上は当

時の「良妻賢母」という「天職」に包摂されていた「あきらめ主義」を、キリスト教的思想により、女

性が意識的に選択した「天職」に置き換え、子供を一人で育てることを女性の「天職」として提案し、

養子法・制度の可能性あるいはこの法・制度への希望を見極めようとしていたことを解明している。 
 第７章では、曙須賀子（木村曙（曙女子）と同定）のアイヌを題材にした新体詩「こしのみぞれ」を

取り上げている。主人公のアイヌ人女性が「養女」としての回想と心情を表現しているので、明治期に

周縁に置かれていた者の「声」を、日本人の女性作家が表象／代弁しようとしたといえる一方で、法律

が「内地」から「外地」に敷衍される際には、「内地」の人々は、「内地」の法・制度によって規制され

るが、「外地」の人々はその法・制度によって保護されることはなかったという実態を明らかにしている。 
結章は、第１章から第７章までの成果をまとめ、さらに今後の課題について述べている。 
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審 査 の 要 旨 
 

１ 批評 
  本論文は、明治文学作品を養子法・制度から読み直すことに取り組んだ意欲的な論文である。本論

文の著者は、国民国家創出の過程に沿って制定化されつつあった養子法・制度が国や社会、「家」、個

人に与える影響について明治期の多くの法律家や知識人が意識しており、また文学でも養子法・制度

が作品中に多く取り入れられていたという立場にある。論文の各章の考察は一貫してこの視点からな

され、また分析も著者の立場を支持するものであり、全体としてまとまりのある論考となっている。 
  本論文は、法学、文学理論、比較文学、社会文学等の理論と方法論を駆使して、明治期の養子法・

制度に着目し、同時代の文学作品を新しい視野から体系的かつ包括的に調査・分析・考察した研究で

ある。日本の養子制度は、日本人にとって「自明」なものであるので、著者の着眼点そのものが独創

的であり、また実際に独創的な見解を提示している。第１章と第２章では養子法・制度、第３章から

第５章では養子法・制度の中心を成した家督相続のための養子縁組を扱った文学作品、第６章と第７

章では養子法・制度の保護・規制の範囲外に取り残された養子の形を文学作品に見出して考察してい

る。養子法・制度に関しては、知識人たちの間に賛否両論があったが、国木田独歩、与謝野晶子、樋

口一葉、石上露子、曙須賀子などの文学者は多様な立場からこの問題を作品で描いた。とりわけ、与

謝野晶子の短編集、石上露子の小説、曙須賀子の新体詩など、従来注目されていなかった作品や作家

をとりあげ、洞察力のある読みを提示している。さらに、明治文学作品を養子法・制度から読み直す

過程で、当時のジェンダー、階級、「外地」のアイヌを含めた社会的弱者の置かれた立場にいたるまで

考察を深めるという成果をあげている。とくに、第６章の石上露子の養子論と第７章の曙須賀子の「養

子／女」論を中心に新知見が見られる。 
以上のように、本論文は力作ではあるが、問題がないわけではない。作品解釈、法律用語使用、論

証について、一層の精密化が必要である。また、曙須賀子が木村曙であると立証するための決定的な

根拠の提示などの課題が残っている。 
  とはいえ、このような課題への取り組みは著者の今後の研鑽に託するところのものであり、明治文

学作品を養子法・制度の視点から新たに解明した本論文が達成した成果は極めて優れたものであると

判断される。 
 

２ 最終試験 
  平成２８年１月２３日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のも

と、本論文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。審議の結果、審査

委員全員一致で合格と判定された。 
 
３ 結論 
  上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（文学）の学位を受けるに十分な資

格を有するものと認める。 


